
■新規申請に必要な臨床調査個人票の添付資料 2026.4月佐賀県

告示番号 病  名 添付資料

5 進行性核上性麻痺 脳MRIまたはCT

6 パーキンソン病 脳MRIまたはCT

7 大脳皮質基底核変性症 脳MRIまたはCT

8 ハンチントン病 脳MRIまたはCT

14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／ 多巣性運動ニューロパチー
２本以上の運動神経で脱髄を示唆する所見がみられることを記載した神経伝達検査レポート
または同内容の文書の写し（判読医の氏名の記載されたもの）

17 多系統萎縮症 脳MRIまたはCT

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 脳MRIまたはCT

21 ミトコンドリア病 読影レポート、病理診断レポート

22 もやもや病 脳血管撮影画像

23 プリオン病 脳MRIまたはCT

28 全身性アミロイドーシス
病理組織検査報告書（実施の場合）
遺伝学的検査の結果（28-2 全身性野生型トランスサイレチンアミロイドーシス／老人性全身性
アミロイドーシスの場合）

35 天疱瘡 病理組織検査報告書（実施の場合）

36 表皮水疱症 病理組織検査報告書（実施の場合）

37 膿疱性乾癬（汎発型） 病理組織検査報告書（実施の場合）

38 スティーヴンス・ジョンソン症候群
医薬品副作用被害救済制度の不支給決定通知書(医薬品副作用被害救済制度に該当する可能性
があると主治医が判断する場合）

39 中毒性表皮壊死症
医薬品副作用被害救済制度の不支給決定通知書(医薬品副作用被害救済制度に該当する可能性
があると主治医が判断する場合）

40 高安動脈炎 画像診断報告書

41 巨細胞性動脈炎 病理組織検査報告書（実施の場合）または画像診断報告書

42 結節性多発動脈炎 病理組織検査報告書（実施の場合）、血管造影検査報告書（実施の場合）

43 顕微鏡的多発血管炎 病理組織検査報告書（実施の場合）

44 多発血管炎性肉芽腫症 病理組織検査報告書（実施の場合）

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 病理組織検査報告書（実施の場合）

46 悪性関節リウマチ 病理組織検査報告書（実施の場合）

47 バージャー病 動脈撮影画像

49 全身性エリテマトーデス 病理組織検査報告書（実施の場合）、症状により写真

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 無筋症性皮膚筋炎の場合には皮疹の写真と皮膚病理報告書

57 特発性拡張型心筋症 心電図、心エコー、心カテ検査結果

58 肥大型心筋症 心電図、心エコー（左室造影、MRI、CTでの代替も可）

59 拘束型心筋症 心電図、心エコー（左室造影、MRI、CTでの代替も可）

68 黄色靱帯骨化症 CT、MRI、X線画像（※いずれも黄色靱帯骨化症のわかる部分を添付）

69 後縦靱帯骨化症 CT、MRI、X線画像（※いずれも後縦靭帯骨化症のわかる部分を添付）

70 広範脊柱管狭窄症 CT、MRI、X線画像（※いずれも広範脊柱管狭窄症のわかる部分を添付）

71 特発性大腿骨頭壊死症 MRI、X線画像（※いずれも特発性大腿骨頭壊死症のわかる部分を添付）

85 特発性間質性肺炎 病理組織検査報告書（実施の場合）、胸部XP、胸部HRCT

86 肺動脈性肺高血圧症 心電図、心エコー、心カテ検査結果

87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 心電図、心エコー、心カテ検査結果、胸部XP、胸部HRCT

89 リンパ脈管筋腫症
胸部CT、腎血管筋脂肪腫の病理診断書のコピーまたは根拠となる適切な画像（腹部や骨盤部の
CTあるいはMRI）

90 網膜色素変性症 眼底写真（カラー）、網膜電図、視野測定図

93 原発性胆汁性胆管炎 病理組織検査報告書（実施の場合）

96 クローン病 病理組織検査報告書（実施の場合）、内視鏡検査結果報告書（カラー）

97 潰瘍性大腸炎 病理組織検査報告書（実施の場合）、内視鏡検査結果報告書（カラー）

99 慢性特発性偽性腸閉塞症 腹部X線

127 前頭側頭葉変性症 画像読影レポートまたはそれと同内容の文書の写し（判読医の氏名の記載されたもの）

224 紫斑病性腎炎 病理所見レポート

271 強直性脊椎炎 CT、MRI、X線画像

273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 CT、MRI、X線画像（※診断できるいずれか）

274 骨形成不全症 CT、MRI、X線画像（※診断できるいずれか）

275 タナトフォリック骨異形成症 CT、MRI、X線画像（※診断できるいずれか）

276 軟骨無形成症 CT、MRI、X線画像（※診断できるいずれか）

294 先天性横隔膜ヘルニア CTまたはX線画像

301 黄斑ジストロフィー 眼底写真（カラー）、網膜電図とタイプ別の必須検査

303 アッシャー症候群 網膜電図、視野測定図

※　新規申請に必要な臨床調査個人票の添付資料は、原則、提出をお願いします。

※　この他、すべての疾患において、必要に応じ、資料の提出をお願いすることがあります。

※　画像は必ず当該疾患の根拠となる所見を有するものを添付してください。


